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　【掲載料】１枠当たり月２０，０００円
　申し込みは ２月１５日（金）～３月１４

日（金）に（消印有効）、所定の申込書

（広報課〈市役所２階〉で配布）に必

要事項を記入の上、〒２０３－８５５５、市

役所広報課あて郵送を。電子メール、

ファクス４７２・１１３１または直接同課へ

持参も可。

　※申込書は市ホームページからも入

手できます。

　詳しくは同課広報担当�４７０・７７０８へ。

振
り
替
え
で
納
税
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
手
間
が
掛
か
ら
ず
、
ま

た
、
う
っ
か
り
納
期
限
を
忘
れ
る

こ
と
も
な
く
な
り
便
利
で
す
。
新

た
に
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合

は
、
預
貯
金
先
の
金
融
機
関
等
ま

た
は
税
務
署
に
、「
預
貯
金
口
座
振

替
依
頼
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。　

年
確
定
申
告
分
の
口
座
振

１９

替
日
は
、
所
得
税
が
４
月　

日
２２

（
火
）、個
人
事
業
者
の
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
が
４
月　

日
２４

（
木
）
で
す
。

　

★
市
役
所
窓
口
は
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
は
お
休
み
で
す
。

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２０

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
も
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。
①
勤
務

先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
な
い
方
②
給
与
を
２

カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方
③

　

年
中
に
退
職
し
、　

年
１
月
１

１９

２０

日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方
④
給

与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、
原
稿

料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所
得
が

あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、
給
与

所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得
が　
２０

万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は
確
定

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、
市
民
税
・
都
民
税
で
は
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２０

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

　

◆
２
Ｍ
ス
ポ
ー
ツ
新
体
操

　

毎
週
金
曜
日
の
午
後
３

時
半
か
ら
が
幼
児
、
４
時

　

分
か
ら
が
小
学
校
低
学

４０年
、
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー

で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
月
４
５
０
０
円
。
柔

軟
か
ら
手
具
操
作
ま
で
楽

し
く
行
い
ま
す
。
小
学
校

高
学
年
の
ク
ラ
ス
も
あ
り
。

詳
し
く
は
黒
澤�
４
７

５
・
３
６
７
７
へ
。

　

◆
栄
道
卓
球
ク
ラ
ブ　

毎
月
第
１
・
第
３
金
曜
日

の
午
後
６
時
〜
８
時　

分
、

４０

青
少
年
セ
ン
タ
ー
（
久
留

米
西
団
地
９
号
棟
横
）
で
。

入
会
金
１
０
０
０
円
、
会

費
月
２
５
０
円
。
初
心
者

歓
迎
。
詳
し
く
は
田
端�

４
７
３
・
２
４
０
３
へ
。

　

◆
華
道
サ
ー
ク
ル　

草

月
流　

毎
月
第
２
・
第
４

金
曜
日
の
午
前　

時
〜
午

１０

後
５
時
、
西
部
地
域
セ
ン

タ
ー
で
。
会
費
月
２
０
０

０
円
（
花
代
別
）。
小
学
生

歓
迎
。
初
心
者
か
ら
上
級

者
ま
で
楽
し
め
ま
す
。
詳

し
く
は
伊
東�
４
７
１
・

６
６
９
７
へ
。

　

◆
く
る
め
写
真
教
室　

毎
月
第
２
日
曜
日
の
午
前

〜
夕
方
。
会
費
月
５
０
０

円
。
野
外
撮
影
。
特
に
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
使
用
方

法
を
教
え
ま
す
。
詳
し
く

は
江
之
元
（
え
の
も
と
）

�
４
７
３
・
１
９
６
１
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
ダ
ン

ス
サ
ー
ク
ル
・
Ｋ
）　

毎

週
月
曜
日
の
午
前
９
時
〜

正
午
ま
た
は
木
曜
日
の
午

前
中
、
東
部
地
域
セ
ン
タ

ー
ほ
か
で
。
入
会
金
１
０

０
０
円
、
会
費
月
２
０
０

０
円
。
初
級
〜
中
級
の
入

り
口
程
度
の
方
。
男
性
プ

ロ
講
師
に
よ
る
集
団
指
導
。

見
学
歓
迎
。
詳
し
く
は
斎

藤�
４
７
１
・
３
２
９
１

へ
。

　

◆
水
墨
画
愛
好
会　

毎

月
第
２
・
第
４
土
曜
日
の

午
後
１
時
半
〜
３
時
半
、

成
美
教
育
文
化
会
館
で
。

会
費
月
２
０
０
０
円
。
初

心
者
。
詳
し
く
は
安
住（
あ

ん
じ
ゅ
う
）�
４
７
４
・

４
８
０
６
へ
。

　

◆
健
康
体
操
（
出
水
川

広
場
体
操
会
）　

日
曜
日

と
雨
天
の
日
を
除
く
毎
日

午
前
９
時
〜　

時
、
出
水

１０

川
広
場
（
本
村
小
学
校
隣
）

で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
年
２
０
０
０
円
。
練

功
十
八
法
な
ど
。
詳
し
く

は
望
月�
４
７
１
・
１
０

９
６
へ
。

　

◆
ス
ト
レ
ッ
チ
（
エ
ア

ロ
フ
レ
ッ
シ
ュ
）　

月
２

回
、
木
曜
日
の
午
前　

時
１１

か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
で
。
入
会
金
１
０
０
０

円
、
会
費
１
回
５
０
０
円
。

ボ
ー
ル
な
ど
を
使
用
し
て

楽
し
く
ボ
デ
ィ
ー
メ
ー
ク

し
ま
す
。
詳
し
く
は
新
井

�
０
９
０
・
５
４
９
９
・

８
３
１
８
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
ニ
ュ

ー
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
）　

月

４
回
、
水
曜
日
の
午
後
１

時
〜
４
時
（
夜
間
も
あ
り
）、

主
に
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー

で
。
入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
月
３
５
０
０
円
。
現

役
女
性
Ａ
級
競
技
プ
ロ
講

師
の
指
導
。
少
し
踊
れ
る

方
。
詳
し
く
は
小
澤�
４

７
５
・
１
５
５
５
（
夜
間
）

へ
。

　

◆
陶
芸
（
ふ
き
の
陶
）

　

月
４
回
、
木
曜
日
、
中

央
公
民
館
で
。
会
費
月
５

０
０
０
円
。
初
心
者
歓
迎
。

�
楽
し
い
陶
芸�
は
じ
め

ま
せ
ん
か
。
詳
し
く
は
安

崎
（
や
す
ざ
き
）�
０
９

０
・
９
９
５
２
・
１
９
０

６
へ
。

　

◆
東
久
留
米
市
柔
道
連

盟　

毎
週
土
曜
日
の
午
後

７
時
〜
８
時
半
、
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
で
。
会
費
月

１
５
０
０
円
。
小
学
生
。

初
心
者
歓
迎
（
４
月
か
ら
）。

詳
し
く
は
津
田�
４
７

６
・
２
３
３
４
へ
。

　

◆
料
理
（
み
っ
ち
と
共

に
）　

毎
月
第
２
水
曜
日

の
午
後
７
時
〜
９
時
、
中

央
公
民
館
で
。
会
費
月
３

０
０
０
円
。
詳
し
く
は
小

林�
４
７
３
・
７
３
０
４

へ
。

　

◆
な
つ
か
し
の
歌
グ
ル

ー
プ　

毎
月
第
１
・
第
３

水
曜
日
の
午
後
１
時
半
〜

３
時
半
、
さ
い
わ
い
福
祉

セ
ン
タ
ー
ほ
か
で
。
会
費

月
２
０
０
円
。
ピ
ア
ノ
、

テ
ー
プ
に
よ
る
流
行
歌
・

昔
懐
か
し
い
歌
。
宗
教
に

関
係
の
な
い
会
で
す
。
詳

し
く
は
井
上�
０
９
０
・

６
１
８
７
・
１
１
７
０
へ
。

　

◆
社
交
ダ
ン
ス
（
若
葉

ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル
）　

毎

週
金
曜
日
の
午
後
１
時
半

〜
３
時
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ホ
ー
ル
東
本
町
で
。
会
費

月
２
０
０
０
円
。
初
級
・

中
級
程
度
。
詳
し
く
は
飯

田�
０
８
０
・
６
５
８
１
・

５
３
５
２
へ
。

　　

◆
文
庫
ま
つ
り
（
東
久

留
米
地
域
文
庫
親
子
読
書

連
絡
会
）　

３
月
８
日

（
土
）
午
後
２
時
〜
４
時
、

中
央
図
書
館
視
聴
覚
ホ
ー

ル
で
。
入
場
無
料
。
市
内

の
文
庫
や
お
は
な
し
会
が

参
加
。お
は
な
し
、手
あ
そ

び
な
ど
。
詳
し
く
は
福
士

�
４
７
２
・
２
７
５
６
へ
。

　

◆
ひ
な
ま
つ
り
会
見
学

と
入
会
説
明
会
（
ガ
ー
ル

ス
カ
ウ
ト
東
京
都
１
５
０

団
）　

２
月　

日
（
日
）

２４

午
前　

時
〜
正
午
、
東
部

１０

地
域
セ
ン
タ
ー
で
。
参
加

費
無
料
。
年
長
〜
小
学
生

と
そ
の
保
護
者
。
詳
し
く

は
當
麻�
４
７
３
・
７
４

３
０
へ
。

　

◆
講
演
「（
落
合
川
の
）

旧
川
の
も
つ
治
水
機
能
に

つ
い
て
」（
落
合
川
の
自
然

を
守
る
会
）　

２
月　

日
２４

（
日
）
午
後
１
時
〜
３
時
、

中
央
図
書
館
視
聴
覚
ホ
ー

ル
で
。
入
場
無
料
。
講
演

は
埼
玉
大
学
大
学
院
教
授

の
田
中
規
夫
氏
。
詳
し
く

は
山
口�
４
７
３
・
２
１

６
２
へ
。

　

◆
柳
窪
（
旧
集
落
の
旧

家
）
で
ひ
な
祭
り
を
楽
し

む（
柳
窪
の
環
境
・
景
観
の

保
全
を
考
え
る
会
）　

３

月
２
日
（
日
）
午
前　

時
・

１０

午
後
１
時
・
２
時
半
か
ら
、

柳
窪
野
球
広
場
（
柳
窪
一

丁
目
）
に
集
合
。
参
加
費

小
学
生
以
下
が
２
０
０
円
、

中
学
生
以
上
が
３
０
０
円

（
お
汁
粉
代
含
む
）。
小
学

校
３
年
生
以
下
は
保
護
者

同
伴
で
。
詳
し
く
は
奥
住

�
４
７
１
・
４
６
４
１
へ
。

　　　　

◆
出
前
紙
芝
居
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
（
さ
つ
き
会
）　

平
日
の
午
前
ま
た
は
午
後
、

１
人
〜
２
人
で
活
動
で
き

る
方
。
学
童
保
育
所
、
福

祉
施
設
な
ど
を
訪
問
。
器

材
・
紙
芝
居
教
材
は
図
書

館
で
借
用
。
や
り
方
は
指

導
し
ま
す
。
詳
し
く
は
新

堀
（
に
い
ぼ
り
）�
４
７

４
・
７
２
０
７
へ
。

　

◆
第　

回
チ
ャ
リ
テ
ィ

１０

ー
歌
謡
大
会
参
加
者
募
集

（
東
京
東
久
留
米
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
）　

４
月　
１３

日
（
日
）、
中
央
公
民
館
ホ

ー
ル
で
。
出
演
料
６
５
０

０
円
（
昼
食
付
き
）。
参
加

賞
あ
り
。
申
し
込
み
は
２

月　

日
（
月
）
ま
で
。
先

２５
着
１
３
０
人
予
定
。
詳
し

く
は
同
ク
ラ
ブ�
４
７

１
・
１
１
７
５
へ
。

　

★
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お

休
み
で
す
。
た
だ
し
、
２
月　

日
２４

（
日
）
と
３
月
２
日
（
日
）
に
限

り
、
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
に
東

村
山
税
務
署
で
、
確
定
申
告
書
作

成
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
申
告
書
の
受

け
付
け
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
こ

の
２
日
間
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。
当
日
は
電
話
で
の
相
談
、
国

税
の
領
収
お
よ
び
納
税
証
明
の
発

行
は
行
い
ま
せ
ん
。

所
得
税
の
確
定
申
告 

が

必

要

な

方

　
（
１
）
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
等
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
お

よ
び
株
式
等
を
譲
渡
し
た
方
な
ど

で
、　

年
中
の
各
種
所
得
の
合
計

１９

額
か
ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い

た
金
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た

税
額
が
、
配
当
控
除
額
、
年
末
調

整
に
か
か
る
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
額
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

　
（
２
）
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円

を
超
え
る
方
②
給
与
を
２
カ
所
以

上
か
ら
受
け
て
い
る
方
で
、
従
た

る
給
与
等
の
金
額
と
給
与
以
外
の

所
得
と
の
合
計
額
が　

万
円
を
超

２０

え
る
方
③
給
与
以
外
の
所
得
が　
２０

万
円
を
超
え
る
方
④
同
族
会
社
の

役
員
等
で
、
そ
の
法
人
か
ら
貸
付

金
の
利
子
や
不
動
産
の
賃
貸
料
な

ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
⑤

所
得
税
の
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
な

い
家
事
使
用
人
、
在
日
外
国
公
館

に
勤
務
す
る
方
お
よ
び
国
外
で
支

払
い
を
受
け
る
給
与
等
の
あ
る
方

な
ど

　
（
３
）公
的
年
金
等
か
ら
源
泉
徴

収
税
額
を
引
か
れ
て
い
る
方
、
年

金
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
方
は
確
定
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
還
付

申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　

給
与
所
得
者
で
雑
損
控
除
、
医

療
費
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
、
ま

た
、
年
の
中
途
で
退
職
し
た
た
め

年
末
調
整
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
方
な
ど
は
、
源
泉
徴
収

税
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確

定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

還
付
金
の
振
込
先
の
記
入
は
確

実
に
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
振

り
込
み
は
申
告
者
本
人
の
名
義
の

口
座
に
限
り
ま
す
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
定
申
告
書
の
作
成

が

で

き

ま

す

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
、
決
算

書
、
収
支
内
訳
書
、
消
費
税
の
確

定
申
告
書
も
作
成
可
能
で
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

作
成
し
た
デ
ー
タ
を
ｅ�
Ｔ
ａ
ｘ

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
）
で
送
信
（
提
出
）
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ｅ�
Ｔ
ａ
ｘ
の
利

用
に
は
所
定
の
手
続
き
が
必
要
で

す
の
で
ｅ�
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
株
式
等
の
譲
渡
所
得
の

あ
る
方
は
、
同
コ
ー
ナ
ー
で
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、土
地
・

建
物
等
の
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
な

ど
、
ご
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

・　

年
分
の
ど
ち
ら
か
１
回

１９

２０

に
限
り
最
大
で
５
０
０
０
円
の
税

額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ 

消
費
税
の
届
出
が
必
要
で
す

　
　

年
分
の
課
税
売
上
高
が
１
０

１７
０
０
万
円
を
超
え
て
い
る
方
は
、

　

年
分
の
消
費
税
の
課
税
事
業
者

１９と
な
り
ま
す
。
ま
た
、　

年
分
の

１８

課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万
円
を

超
え
て
い
る
方
は　

年
分
の
消
費

２０

税
の
課
税
事
業
者
と
な
り
ま
す
。

　

○
課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万

円
を
超
え
た
ら
消
費
税
の
課
税
事

業
者
に
な
り
ま
す　

　

○
記
帳
や
書
類
の
保
存
が
と
て

も
大
切
で
す　

　

○
課
税
事
業
者
と
な
る
方
は

「
消
費
税
課
税
事
業
者
届
出
書
」

を
ご
提
出
く
だ
さ
い

納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
で

　

申
告
所
得
税
や
個
人
事
業
者
の

消
費
税
の
納
税
に
は
、
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。
こ
の
制
度
を
利
用

す
る
と
、
金
融
機
関
の
預
貯
金
口

座
（
郵
便
貯
金
も
利
用
可
）
か
ら

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）「
申
告
が
必
要
な
方
」
の

（
１
）
〜
（
３
）
に
該
当
す
る
方

で
も
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

税
務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）
給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
生

１９

活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の
な
か

っ
た
方
も
申
告
を

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
･

１９

失
業
・
学
生
等
の
理
由
で
収
入
の

な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面
の

「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」
に
そ

の
旨
を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ

い
（
同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て

い
る
場
合
は
除
く
）。

　

※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど

の
資
料
と
な
り
ま
す
。

申
告
書（
市
民
税
・
都
民
税
） 

が
届
か
な
い
方
へ

　

申
告
書
は
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
郵
送
し
ま

し
た
が
、
該
当
す
る
方
で
届
か
な

い
方
は
、
課
税
課
市
民
税
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
書

は
、
各
連
絡
所
に
も
用
意
し
て
あ

り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▽
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▽
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
･
地
震
保
険
料
・
医

療
費
等
の
各
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
証
明
書

ま
た
は
領
収
書
▽
国
民
健
康
保
険

税
・
国
民
年
金
、
介
護
保
険
料
で

前
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
等
▽

▽
認
め
印

《
ご
注
意
く
だ
さ
い
》

　

上
場
株
式
の
売
買
を
さ
れ
た
方

　

詳
し
く
は
同
室�
４
７
０
・
７

７
８
１
へ
。

家

庭

福

祉

員

　

家
庭
福
祉
員
制
度
と
は
、
保
育

士
・
看
護
師
等
の
資
格
を
持
ち
、

経
験
豊
か
な
保
育
者
が
自
宅
の
一

部
を
開
放
し
、
家
庭
的
な
雰
囲
気

の
下
で
少
数
の
子
ど
も
を
預
か
る

制
度
で
す
。

　
【
募
集
人
員
】
１
人

　
【
対
象
】次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方
。
①
保
育
士
、
看
護
師

の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
、
保

育
経
験
の
あ
る
方
②
市
内
居
住
の

満　

歳
〜　

歳
の
方
③
家
庭
に
６

２５

６２

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の
い
な
い
方

④
保
育
専
用
ス
ペ
ー
ス
と
し
て

９
・
９
平
方
㍍
（
６
畳
）
以
上
を

１
階
に
有
す
る
こ
と

　

申
し
込
み
は
提
出
書
類
（
履
歴

書
・
資
格
証
明
書
の
写
し
）
を
保

育
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
持
参
し

非

常

勤

嘱

託

員 

（

臨

床

心

理

士

）

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
勤
務
地
】
教
育
セ
ン
タ
ー
内

（
市
内
２
カ
所
）

　
【
勤
務
日
数
】
月　

日
以
上

１２

　
【
勤
務
時
間
】午
前　

時
〜
午
後

１０

５
時
（
実
働
６
時
間
）

　
【
報
酬
金
額
】時
給
１
８
８
０
円

（
交
通
費
別
途
全
額
支
給
）

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜　

年
２１

３
月　

日
（
継
続
応
談
）

３１

　

申
し
込
み
は
２
月　

日
（
金
）

２９

ま
で
に
、
履
歴
書
、
資
格
登
録
証

明
書
（
写
）
を
直
接
指
導
室
（
市

役
所
６
階
）
へ
（
郵
送
も
可
）。

　

東
久
留
米
市
農
業
経
営
者
ク
ラ

ブ
で
は
、
昨
年
に
続
き
「
親
子
農

業
体
験
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
内
の
親
子
の
方
に
農
業
体
験

を
通
じ
て
、
農
作
業
の
大
変
さ
や

収
穫
の
喜
び
を
知
る
と
と
も
に
、

都
市
に
残
る
農
地
・
緑
の
必
要
性

を
感
じ
て
い
た
だ
き
、
農
業
の
大

切
さ
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て

ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
で
６
回
目
の
実
施
に
な
り

ま
す
が
、
過
去
５
回
の
開
催
で
延

べ
１
１
８
組
３
３
６
人
が
体
験
し
、

毎
回
大
勢
の
参
加
を
得
て
い
ま
す
。

参
加
者
か
ら
は
「
子
ど
も
た
ち
と

普
段
で
き
な
い
、
農
業
に
関
す
る

会
話
が
で
き
た
」「
都
市
が
変
化
し

て
い
く
中
で
、
ま
だ
土
に
触
れ
合

え
る
機
会
が
持
て
る
こ
と
は
大
変

貴
重
で
あ
り
、
続
け
て
ほ
し
い
」

な
ど
、
好
評
を
頂
い
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
会
場
を
市
内
の
西
部
地

区
（
柳
窪
）
に
移
し
、
ジ
ャ
ガ
イ

モ
の
種
植
え
か
ら
収
穫
ま
で
の
農

作
業
を
３
月
上
旬
か
ら
６
月
下
旬

に
か
け
、
月
１
回
程
度
（
合
計
３

回
）
体
験
し
ま
す
。
収
穫
物
は
持

ち
帰
り
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機

会
に
農
家
の
方
と
触
れ
合
い
、
東

久
留
米
農
業
の
現
状
や
野
菜
の
成

長
な
ど
に
つ
い
て
親
子
で
話
し
合

う
場
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
日
程
（
予
定
）】
３
月
８
日
＝

開
会
式
・
種
植
え
▽
４
月　

日
＝

２６

芽
か
き
・
除
草
▽
６
月　

日
＝
収

２８

穫
・
清
掃
等
。
い
ず
れ
も
土
曜
日

の
午
前
９
時　

分
集
合
、　

時
作

５０

１０

業
開
始

親
子
で
農
業
体
験
を
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
種
植
え
か
ら
収
穫
ま
で

　
【
会
場
】
柳
窪
一
丁
目
５
番
先

　
【
対
象
・
定
員
】
市
内
在
住
の
小

学
生
と
そ
の
保
護
者
、
先
着　

組
３０

　

※
た
だ
し
、

会
場
ま
で
徒
歩

ま
た
は
自
転
車

で
参
加
で
き
る

方
に
限
り
ま
す
。

　
【
参
加
費
】１

組
５
０
０
円

　
【
持
ち
物
】園

芸
用
シ
ャ
ベ
ル
、

軍
手
、
タ
オ
ル
、

長
靴
、
帽
子
、

作
業
し
や
す
い

服
装

　

申
し
込
み
は
、

２
月　

日（
月
）

１８

午
前
８
時
半
か

申
告
書
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
提
出
し
ま
し
ょ
う

●
所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月　

日
（
月
）
〜
３
月　

日
（
月
）

１８

１７

●
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
３
月　

日
（
月
）
ま
で

３１

　

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け

が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
、
２
月　

日
（
月
）
〜

１８

３
月　

日
（
月
）
に
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、
市
民

１７

税
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所
で
受
け
付
け
ま
す
。
各
会
場
と
も

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
は
郵
送
で
も
お
受
け
し
ま
す
。
申
告
書
を
郵
送
す

る
方
で
「
控
え
」
に
受
付
印
が
必
要
な
方
は
、「
控
え
」
に
住
所
、

氏
名
な
ど
を
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
の
上
、
切
手
を
張
っ
た
返
信
用

の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　お願い　

　市役所でお受けできる確定申告書は、市役所・
各会場とも次のものに限らせていただきます。

　☆提出のみの方
　内容が記入されていて、お預かりするだけのも
の
　☆簡易な申告の方
　①給与や公的年金のみの収入の方
　②上記①に該当し、医療費控除や寄付金控除の
　　ある方
　なお、簡易な申告の方で、市役所に来庁いただ
く場合には、あらかじめ確定申告書の住所、氏名、

扶養控除、所得金額欄など分かるところは記入し、

筆記具・計算機をご持参ください。

　市役所では、確定申告書（簡易なもの）の記載

方法などについて疑問等がある方に書き方のアド

バイスを行いますが、確定申告書はご自身で作成

していただきます。

　【ご注意】市民税・都民税の申告では、所得税の
還付は受けられません。還付の申告をする方は東

村山税務署へ申告してください

　

税
源
移
譲
に
伴
い
多
く
の
方
は

　

年
１
月
か
ら
所
得
税
が
減
り
、

１９６
月
か
ら
住
民
税
が
増
え
て
い
ま

す
。
し
か
し
、　

年
の
所
得
が
大

１９

で
、
特
定
口
座
を
指
定
し
住
民
税

を
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
た
方
は
、

確
定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り　
２０

年
度
住
民
税
の
課
税
を
す
る
際
に

特
別
徴
収
さ
れ
た
住
民
税
を
減
額

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
申
告
を
す
る
こ
と

に
よ
り
所
得
が
増
え
る
こ
と
に
も

な
り
ま
す
。
所
得
は
国
民
健
康
保

険
税
等
の
算
定
基
礎
に
も
な
り
ま

す
の
で
、
税
額
が
増
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
上
場
株
式
の
所
得
に

つ
い
て
は
分
離
課
税
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
申
告
不
要
と
い
う
措
置

も
取
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告

す
る
際
は
十
分
確
認
の
上
、
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

市民税・都民税の申告会場

受付時間日　程会　場

午前８時半～１１時

午後１時～５時

２月１８日（月）

～３月１７日（月）

市役所２階

　２０４・２０５会議室

※お受けできる確定申告書は、提出のみの方および簡易な申
告の方の申告書に限らせていただきます。

確定申告の無料相談（税理士会）

受付時間日　程会　場

午前９時半～１１時半

午後１時半～３時半

２月１９日（火）

　　～２２日（金）

市役所７階

　７０１会議室

※受付時間は混雑の状況により早く締め切る場合がありま
す。
※所得金額が高額な方、相談内容が複雑な方、譲渡・相続・
贈与の申告の方は、税務署または有料で税理士にご相談くだ
さい。

　

年
度
税
源
移
譲
に
伴
う
税
制
改
正　

20
　　

年
に
所
得
税
が
大
き
く
減
少

１９し
た
方
の
住
民
税
を
減
額
し
ま
す

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

き
く
減
少
し
た
場
合
、

所
得
税
で
の
負
担
軽

減
の
影
響
を
受
け
ず
、

住
民
税
の
み
が
負
担

増
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
（
下
図
参
照
）。

こ
の
場
合
、
申
告
に

よ
り
す
で
に
お
支
払

い
た
だ
い
て
い
る　
１９

年
度
の
住
民
税
額
か

ら
税
源
移
譲
に
よ
り

増
え
た
住
民
税
相
当

額
を
減
額
し
ま
す
。

　

※
今
回
限
り
の
経

過
措
置
で
す
。
ま
た
、

　

年
分
の
所
得
税
が

１９非
課
税
の
場
合
で
も
、

こ
の
経
過
措
置
に
該

当
し
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

詳
細
は
６
月
発
行

所得変動に伴う住民税の減額

所得税住民税住民税１８年（度）

１９年（度）
所得変動がない場合 所得税

�税源移譲により増額
となった住民税額（減
額となった所得税額）

�

１９年中の
所得に対して課税

１８年中の
所得に対して課税

��１９年（度）
所得変動があり、所得
税が課税されない場合 所得税非課税

申告により減額

の
広
報
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
【
申
告
期
限
・
提
出
先
】
７
月
１

日
（
火
）
〜　

日
（
木
）
に　

年

３１

１９

１
月
１
日
現
在
在
住
の
市
区
町
村

へ
直
接
持
参
ま
た
は
郵
送
で

住民税住民税

住民税住民税

　

市
は
、
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム

関
東
西
東
京
局
と
地
震
、
風
水
害
、

そ
の
他
の
災
害
が
発
生
あ
る
い
は

発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
そ

の
情
報
を
迅
速
か
つ
正
確
に
伝
え

　
　

年　

月　

日
に
東
京
学
芸
大

１９

１０

２４

学
附
属
特
別
支
援
学
校
（
旧
養
護

学
校
）
の
体
育
館
・
教
室
の
一
部

に
つ
い
て
、
避
難
所
と
し
て
の
施

設
利
用
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し

ま
し
た
。
避
難
の
対
象
地
域
は
次

の
通
り
で
す
が
、
現
在
行
っ
て
い

る
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
の
結

果
に
よ
り
変
更
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

　
【
対
象
地
域
】
氷
川
台
一
・
二
丁

目
、
東
本
町
、
小
山
一
・
二
丁
目
、

本
町
二
丁
目

て
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
受
け
付

け
後
、
名
簿
に
登
録
し
、
面
接
・

自
宅
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係�
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

ら
電
話
で
産
業
振
興
課�
４
７

０
・
７
７
４
３
へ
。

　

詳
し
く
は
同
課
へ
。

■利用方法■
　☆所定の用紙（広報課〈市役所２階〉で配布）に必要事

項を記入の上、同課で申し込みをしてください

　☆締め切りは、発行日の２０日前（閉庁日に当たる場合は

次の開庁日）です

　☆「会員募集」は毎号１８件まで、「催し」は毎号１２件まで、

先着順に受け付けます

　☆掲載回数は、１団体につき「会員募集」「催し」を合わ

せて１年度に４回までです

　☆同一団体の掲載は「会員募集」「催し」の別に関係なく、

同一年度において広報紙３号以上間隔を空けてください

　☆原則として市内で活動する団体で、連絡先の方が市内

在住の場合に掲載します。野外活動中心の場合を除き、市

外で活動する団体の会員募集はできません

　☆講師や指導者による生徒募集は掲載できません

　☆会員募集を主な目的とした催しは「会員募集」として

受け付けます。また、無料講習・体験会は「会員募集」と

して受け付けます

　詳しくは同課広報担当�４７０・７７０８へ。　

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００００００００００年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内２０年度市民伝言板利用案内

　月に約４８，０００件のアクセスがある市

のホームページに広告（バナー広告）

を掲載してみませんか。

　【基準】公共性と品位を損なわないも
の。政治・宗教活動、意見広告と個人

宣伝などは除きます

　【規格】縦６０ピクセル、横１５０ピクセ
ル。４キロバイト以内。ＧＩＦ形式。

「扉のページ」上に表示します

　※広告デザインは広告主で作成とな

ります。

　【募集枠】１０枠
　【掲載期間】５月から、１カ月単位で
最長１２カ月

る
た
め
通
常
番
組
の
放
送
に
優
先

し
て
放
送
を
実
施
す
る
な
ど
、
相

互
協
力
を
行
う
こ
と
で
協
定
を
締

結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
は
、　

年
１
月
１
日

２０

か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆国税庁ホームページアドレス
http://www.nta.go.jp

◆ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納
税システム）ホームページアドレス
http://www.e-tax.nta.go.jp

市ホームページに掲載する広告主募集します

～前期分（４月１５日号～１０月１日号）の受け付け～前期分（４月１５日号～１０月１日号）の受け付け
は３月３日（月）からは３月３日（月）から

★所得税
申告と相談は

東村山税務署へ
〒１８９－８５５５
東村山市本町１－２０－２２
�０４２・３９４・６８１１

★市民税・都民税
申告と相談は
市課税課市民税係へ

（市役所２階。内線２３３３～
２３３７）

申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
早
め
に
提
出
を

◆広報課メールアドレス
koho@city.higashikurume.lg.jp

　詳しくは総務部総務課�４７０・７７１４へ。

���������

���������

市民の皆さんを市民の皆さんを
災害から守るために災害から守るために

ご
参
加
く
だ
さ
い

親子農業体験案内図

市
と
ジ
ェ
イ
コ
ム
西
東
京

局
が
防
災
に
関
す
る
相
互

協
力
で
協
定
締
結

〜
災
害
発
生
時
に
お
け
る

緊
急
放
送
を
充
実
〜

〜
災
害
時
の
避
難
所
と
し

て
指
定
〜

東
京
学
芸
大
学
附
属

特
別
支
援
学
校
施
設


